
亀山市告示第１３５号 

亀山市生活困窮者住居確保給付金支給要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和３年６月１８日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市生活困窮者住居確保給付金支給要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市生活困窮者住居確保給付金支給要綱（平成２７年亀山市告示第１３５号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

 （再支給に関する特例）  （再支給に関する特例） 

３ 住居確保給付金（住宅手当緊急特別

措置事業による住宅手当及び住宅支援

給付事業による住宅支援給付を含む。

以下同じ。）の支給を終了した受給者

で第５条各号に掲げる支給対象者の要

件に該当する者（住居確保給付金を受

給して常用就職した後に、新たに解雇

（受給者の責に帰すべき重大な理由に

よる解雇を除く。）されたことにより

要件に該当することとなった者又はこ

の項の規定により住居確保給付金の支

給を受けた者を除く。）であって、令

和３年２月１日から同年９月３０日ま

での間に住居確保給付金を申請した者

については、３月間までの範囲内にお

３ 住居確保給付金（住宅手当緊急特別

措置事業による住宅手当及び住宅支援

給付事業による住宅支援給付を含む。

以下同じ。）の支給を終了した受給者

で第５条各号に掲げる支給対象者の要

件に該当する者（住居確保給付金を受

給して常用就職した後に、新たに解雇

（受給者の責に帰すべき重大な理由に

よる解雇を除く。）されたことにより

要件に該当することとなった者又はこ

の項の規定により住居確保給付金の支

給を受けた者を除く。）であって、令

和３年２月１日から同年６月３０日ま

での間に住居確保給付金を申請した者

については、３月間までの範囲内にお



いて住居確保給付金を再支給すること

ができる。 

いて住居確保給付金を再支給すること

ができる。 

４ （略） ４ （略） 

 （国の雇用施策による給付に関する特

例） 

 

５ 令和３年９月３０日までに住居確保

給付金を申請した者については、国の

雇用施策による給付（同年５月以前に

受給したものを除く。）を受給した場

合であっても、第５条第６号の規定に

関わらず、住居確保給付金の支給対象

者とし、第２０条第１項の規定に関わ

らず、住居確保給付金の支給を停止し

ない。 

 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 


